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身体障害者福祉法（昭和��年法律第���号）第��条第�項に規定する医師を次のとおり指定したので、身体障害者福祉

法施行細則（昭和��年島根県規則第��号）第	条の規定により告示する。

平成��年��月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

����������


森林法（昭和��年法律第��
号）第��条の	第	項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第�項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除に係る保安林の所在場所

大田市山口町山口字宮山����－	

第���
号 平成��年��月�
日 (�)

医師の氏名 診療科目
従 事 す る 医 療 機 関

指定年月日
名 称 所 在 地

清水 弘治 心臓血管外科 松江市立病院 松江市乃白町��－� 平成��年��月��日

谷田 敦 整形外科 松江市立病院 松江市乃白町��－� 平成��年��月��日

鶴貝紗矢子 神経内科 松江市立病院 松江市乃白町��－� 平成��年��月��日

� �

� �

身体障害者福祉法の規定による医師の指定 （障害者福祉課） �

保安林の指定の解除 （森 林 整 備 課） �

定置漁業の免許 （水 産 課） �

道路の区域の変更 （道 路 維 持 課） �

道路の供用開始 （ 〃 ） �

�����

島根県行政情報ネットワーク用パソコンの購入に係る一般競争入札の実施 （会 計 課） �

�����

定置漁業の保護区域の設定 �

� �

平成��年��月��日付け島根県報第����号中 （道 路 維 持 課） �

����������������������������������������������������
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平成��年��月�
日 (火)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

道路用地とするため
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漁業法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により、定置漁業を平成�	年��月��日付けで次のとおり免許した。

平成�	年��月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 漁場計画の際の公示番号、免許番号及び漁業権者の住所及び氏名（名称）

� 免許の内容、制限又は条件及び存続期間

平成�	年�月��日付け島根県告示第		号のとおり

����������


道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第�	�号）第�	条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から�日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成�	年��月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

第��	�
号 平成�	年��月�
日(�)

公示番号
免許番号

住 所 氏 名 （名 称）

定第��号 隠岐郡海士町大字福井�	�番地� 飯古建設有限会社

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

一般国道 ���号
江津市松川町長良��	

番�地先から同���番
�地先まで

前 Ａ
メートル

	���～
���	�

メートル
�����

浜田県土整
備事務所

災害復旧事業

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

ダブルウェイ

仮設道路

Ａ

後

Ｂ

	���～
���	�

�����

���～
�����

�
���

県 道
多伎江南出
雲線

出雲市東神西町�	�番
�地先から同町
�番�

地先まで

前 ����～
����

������
出雲県土整
備事務所

道路改良工事

拡幅後 ����～

��

������

前 Ａ �����～
����

	����
交通安全工事

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

〃 六日市錦線
鹿足郡吉賀町六日市
�
�番�地先から同�


番�地先まで
Ａ

後

�����～
����

	����

益田県土整
備事務所津
和野土木事



島 根 県 報
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道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�	�
�号 平成��年��月��日 (
)

Ｂ ����～
����

�����

業所 ダブルウェイ

仮設道路

〃
西ノ島海士
線

隠岐郡西ノ島町大字宇
賀字蔵ノ谷���番地
先から同字���番�地
先まで

前 Ａ ����～
��
�

������

隠岐支庁県
土整備局

道路改良工事

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

ダブルウェイ

Ａ

後

Ｂ

����～
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�

������

��
�～

����

�
����

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

一般国道 �
�号
松江市八雲町日吉���番地先から同���

番�地先まで

メートル

�����

平成��年
��月��日

松江県土整
備事務所

〃 ���号
江津市松川町長良���番�地先から同���

番�地先まで
����� 〃

浜田県土整
備事務所

県 道
多伎江南出
雲線

出雲市今市町北本町�丁目�番
�地先か
ら同�番��地先まで

����� 〃

出雲県土整
備事務所

出雲市今市町北本町�丁目�番��地先か
ら同市大津町本朝���番地先まで

����� 〃

出雲市東神西町
�
番地先から同町��

番地先まで
������ 〃

〃 小伊津港線
出雲市三津町���番�地先から同町�
�番
地先まで

������ 〃

〃
大社立久恵
線

出雲市高松町����番�地先から同町���


番�地先まで
������

平成��年
��月��日

〃 矢尾今市線
出雲市大塚町����番地先から同市姫原
町���番地先まで

������
平成��年
��月��日

〃
出 雲 イ ン
ター線

出雲市東神西町
��番�地先から同市神
西沖町���番地先まで


�
��� 〃

〃 川本波多線
邑智郡川本町大字川本
��番地先から
同地先まで

����� 〃
県央県土整
備事務所

〃 六日市錦線
鹿足郡吉賀町六日市���番地先から同
���番地先まで

�����
平成��年
��月��日

益田県土整
備事務所津
和野土木事
業所



島 根 県 報
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次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の�第�項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令第���号）第�条の規定により公告する。

平成�	年��月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 入札に付する事項

� 件 名

島根県行政情報ネットワーク用パソコン���台の購入

� 入札案件の仕様等

入札説明書による。

� 契約期間

契約締結の日から平成�
年�月�
日まで

� 納入期限

平成�
年�月�
日

� 納入場所

島根県内（本土及び隠岐地区）とし、詳細は入札説明書による。

� 入札方法

ア 入札者は、入札書にパソコン�台当たりの単価（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）及び当該単価に

予定数量を乗じて得た金額を記載するものとする。

イ 落札決定に当たっては、アの金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に�円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下、「支出予定相当額」という。）をもって落札

金額とする。

� その他

入札説明会は実施しない。

 入札参加資格

� 地方自治法施行令第���条の�第�項の規定に該当しない者であること。

� 地方自治法施行令第���条の�第項の各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後、年を経過しな

い者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

� 物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和��年島根県告示第�号）第�条の規定に基づき、営業種

目が大分類�（文具・事務用機器類）、中分類�（情報処理機器）の入札参加資格の認定を受けている者であるこ

と。

� 物品の売買、借入れ等に係る入札について入札参加資格者指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間

が満了していない者でないこと。

� この入札に係る入札説明書の交付を受け、指定期日までに別に定める入札参加資格確認申請書（以下「申請書」と

いう。）を提出した者であって、入札参加資格を有すると島根県知事が認めた者であること。

� 入札説明書の交付等

� 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒�
�－	��� 島根県松江市殿町�番地 島根県庁本庁舎�階

島根県出納局会計課 用度グループ

電話：�	��－��－���� ファクシミリ：�	��－��－�
��

� 入札説明書の交付期間及び交付方法

第��	�
号 平成�	年��月�
日(�)



島 根 県 報

ア 本公告に係る入札に参加しようとする者の申請により、入札に参加しようとする者�人に対し、�部を無償で交

付する。

イ 交付期間は、本公告の日から平成��年��月��日まで（島根県の休日を定める条例（平成元年島根県条例第�号）

第�条に規定する休日を除く。）の午前�時から午後�時までとする。ただし、正午から午後�時までを除く。

ウ 電子ファイル（�	
�及び����形式）による交付を希望する者には、電子ファイル（�	
�及び����形式）を

電子メールに添付して入札説明書を交付するので、交付期間中に、法人名（法人のみ）、担当部課名、担当者名、

電話番号、返信先電子メールアドレスを明記して上記�まで申し込むこと。

� 入札参加資格の確認

ア この入札に参加を希望する者は、下記期限までに、申請書に入札説明書に規定する書類等を添付の上、島根県知

事に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、期限までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することが

できない。

イ 提出期限 平成��年�月��日（水）午後�時

ウ 提出場所 上記の�の場所

エ 提出方法 持参又は書留による郵送（提出期限必着）

� 入札書の受領期限

平成��年�月��日（月）午後�時

（郵便による入札にあっては、平成��年�月��日（金）午後�時までに到着していること。）

� 入札及び開札の日時及び場所等

� 日時 平成��年�月��日（月） 午後�時

� 場所 島根県松江市殿町�番地 島根県庁会議棟 第�会議室

� 郵便による入札 認める。

� その他

� 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

入札者が見積もる支出予定相当額の���分の�以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の�各号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

� 契約保証金

支出予定相当額の���分の��以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の�各号のいずれかに該当する

場合は、免除する。

� 入札者に求められる事項

この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請等に必要な書類について説明を求められた場合は、これに

応じなければならない。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者が入札したとき、入札者に求められる事項を履行しなかったとき、その他島

根県会計規則第��条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。

� 契約書作成の要否

要する。

� 落札者の決定方法

島根県会計規則第��条の規定に基づき、定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札

者を落札者とする。

� 再度入札

第�����号 平成��年��月��日 (�)



島 根 県 報

再度入札は、�回まで行うものとする。

� その他

詳細は入札説明書による。

� �������

� 	
�� ���������
�
���������

������������
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漁業法（昭和!7年法律第!0�号）第0�条第8項の規定に基づき、平成-1年-!月-!日定置漁業権の保護区域について、次

のとおり指示する。

平成-1年-!月-"日

隠岐海区漁業調整委員会会長 屋 田 孝 治

8に掲げる定置漁業権に基づく敷設漁具（身網及び垣網）の周囲であって、�の表の左欄に掲げる区域においては、同

表の右欄に掲げる漁法により当該定置漁業に著しい支障を与える行為をしてはならない。

8 定置漁業権の免許番号及び漁場の位置

免許番号 漁場の位置

定第0$号 隠岐郡海士町大字崎地先

� 保護区域及び漁法

� �

平成-1年--月!-日付け島根県報第-%1�-号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第-%1�"号 平成-1年-!月-"日(0)

区 域（メートル） 漁 法

両 口
両面 2$$

各種網、一本釣、ひき縄釣及び延縄
沖合 �$$



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第

�	

号の表中 区 間
変更前
後の別

簸川郡斐川町大字直江
町��
�番�地先から同
町大字阿宮��番地先
まで

Ａ

簸川郡斐川町大字直江
町��
�番�地先から同
町大字阿宮��番地先
まで

後 Ｂ

簸川郡斐川町大字直江
町��	�番地先から同
大字����番�地先まで

Ｃ

区 間
変更前
後の別

簸川郡斐川町大字直江
町��
�番�地先から同
町大字阿宮��番地先
まで

Ａ

簸川郡斐川町大字直江
町��
�番�地先から同
町大字阿宮��番地先
まで

後 Ｂ

簸川郡斐川町大字直江
町��	�番�地先から同
大字����番�地先まで

Ｃ
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